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個別規程 IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプ

P 

令和 8年 4月 1日現在 

株式会社インターネットイニシアティブ 

第 1条（品目） 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pには、別途当社が定める品目(以下この個別規程において

「品目」といいます。)があります。 

第 2条（最低利用期間） 

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプP契約における最低利用期間は 1ヶ月とし、その起算日は課金

開始日とします。 

第 3条（利用資格） 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pを利用するには、当社が別途指定する範囲及び態様による

Prisma Accessの契約者である必要があります。 

第 4条（利用条件） 

契約者は、Palo Alto Networks が定める提供条件に従うものとします。 

2 契約者は IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pを利用するにあたり、次の事項を行っていただく

必要があります。 

(1) IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ P の対象とする Prisma Access の Per-tenant 

Interconnect 機能の設定 

(2) 前号の他当社が個別に指定するもの 

3契約者は、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ P の提供に必要な Prisma Access の 

Per-tenant Interconnect 機能 の情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、

速やかに通知するものとします。 

4 第 2項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ クラウドエクスチェンジサ

ービス/タイプ Pを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履

行責任を負いません。 

5 Prisma Access に関する質問その他のサポートは、契約者と Palo Alto Networks との間で直接行われ
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るものであり、当社が当該サポートを行うことはできません。 

第 5条（契約内容の変更） 

契約者は、品目について、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pの契約内容の変更を請求できるも

のとします。 

第 6条（サービスの廃止） 

当社は、Palo Alto Networks が Prisma Access の Per-tenant Interconnect 機能の提供を終了した場

合、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ P を廃止します。 

第 7条（解除の効力が生ずる日） 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場

合、当該通知が当社に到達した日から 30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力

が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。 

第 8条（料金） 

契約者が、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1の

とおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ P

の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該

一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。 

第 9条（最低利用期間内調定） 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一

般規程第 28条（契約者の解除）第 2項又は第 3項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、

契約者は、別紙 2に定める金額を支払うものとします。 

第 10 条（保証の限定） 

IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプPは、本個別規程において明示的に規定されている場合を除き、

以下の事項を保証するものではありません。 

(1) 常に利用可能であること 

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性 

第 11 条（通信環境保全） 

当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計

測の結果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社
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から契約者に対し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意す

るものとします。 

第 12 条（技術的事項） 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pにおける技術的事項は、別紙 3のとおりとします。 

附則 

令和 8年 4月 1日施行 

この契約約款は、令和 8年 4月 1日から実施します。  
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別紙 1 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ P における料金等 

[第 8 条関係] 

1 初期費用 

(1) 基本サービス 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 

2 月額費用 

(1) 基本サービス 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Pの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 

3 一時費用 

第 6条（契約内容の変更）第 1項に定める品目の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額 

別紙 2 最低利用期間内解除調定金 [第 9条関係] 

第 3条（最低利用期間）の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1の 2.

月額費用に定める金額 

別紙 3 技術的事項 [第 12条関係] 

IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ P における責任分界点は、当社通信機器と Prisma Access 

の Per-tenant Interconnect 機能 の相互接続点との接続点とします。 


